
 市内の農地の多くは、農業の振興を図ることを目的
とした農業振興地域の「農用地区域」に含まれていま
す。農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区
域から除外する手続きが必要です。
 農用地区域から除外するためには、各種法令の要件
に適合し、除外の必要性、妥当性が認められなければ
なりません。
 農地の転用を希望する方は、事前に農政課にご相談
ください。

 法改正により、令和5年4月1日から農地を売買・貸
借するための農業委員会の許可(農地法第3条)におけ
る下限面積要件(30a)が廃止されます。ただし、他の許
可要件(農地の取得者が農作業に常時従事するなど)
については変更ありません。
 詳しくは、市農業委員会事務局にお問い合わせくだ
さい。

 『加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関
する条例』が適用される公契約において、受注者等が
労働者に対して支払わなければならない労働の対価
(賃金等)の下限額が決定しました。
 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◎指定管理者
Ⱟ社会福祉法人 加東市社会福祉協議会
 〈管理運営を受ける公共施設〉
  □東条福祉センター「とどろき荘」
ⰱSANスポーツマネジメント加東
   代表企業  シンコースポーツ兵庫株式会社
 〈管理運営を受ける公共施設〉
  □社第一体育館  □社武道館  
  □滝野体育センター
  □滝野総合公園体育館「スカイピア」
  □東条第一体育館  □社第一グラウンド
  □社第二グラウンド  □社第三グラウンド
  □滝野総合公園多目的グラウンド
  □グリーンヒル・スタジアム
  □ □
  □東条健康の森スポーツ広場  □東条野球場
◎指定管理期間
 令和5年4月1日〜令和10年3月31日 (5年)  

 自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を忘れない
ようにしましょう。

 手続きが遅れたり、手続きせずに放置すると、障害
基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる場合が
あります。手続きに関する詳細は、保険医療課にお問
い合わせください。

 国内に在住の20歳以上60歳未満の方は、国民年金
への加入が義務付けられています。
 就職や転職、結婚等される場合は、国民年金の資格
変更の手続きが必要となる場合があります。

 国民年金保険料は、現金、口座振替、クレジットカー
ド等での納付以外に、スマートフォンアプリを使用し
た電子(キャッシュレス)決済で納付ができます。

ⵀ内容を確認し、
 パスワードを
 入力

ⴼ決済アプリをダウ
 ンロードし、必要
 な情報を登録

ⴾアプリで納付書の
 バーコードを読み
 取る

ⵂ保険料の電子
 決済(納付)が

完了 本会は「市のスポーツ(運動競技及
び身体運動)を振興し、市民の心身の
健全な発達、明るく豊かなこころの育
成及び体力の向上を図り、スポーツ精
神を養うこと」を目的に「体育」より広
い概念を持つ「スポーツ」を総合的に
推進する団体として、加盟18団体が協力して、これま
で以上に市民の皆様に運動の機会を提供してまいり
ます。
 市スポーツ行政への協力、生涯スポーツの普及・啓
発、スポーツ少年団の育成など、これまで以上に頑
張ってまいりますので、市民の皆様のご支援、ご協力
をよろしくお願いいたします。

 令和5年1月1日時点で、連続で10年以上、毎月1回以
上三草山を登られている方を紹介します。

 兵庫県教育委員会の議決により、加東市指定文化
財「加東市明治館(旧加東郡公会堂)」が新たに、兵庫県
指定文化財に指定されました。
 建物は木造平屋建で、屋根は瓦ぶき。伝統的な日本
建築様式に西洋のトラス構造などが取り入れられて
おり、近代和風建築の特徴を示す典型例となってい
ます。また建築当時の公会堂の社会的、技術的な歴史
を紐解くうえでも、大変貴重な遺構です。


